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第４章 窓口サービス課                 

１ 医 療 給 付 

 

（１） 老人医療費助成制度「垣老」 

         高 齢者の 保 健の向 上に寄 与す ると ともに 、老人 福祉 の増 進を図 るため に、健康 保

険法に 定める 医療 費の 自己負 担分の 一部 を助 成する もので す。 

ア  対象者 

（ア） 年齢要件 

       ① 67 歳 以上 70 歳未 満の 方 

       ② 60 歳 以上 67 歳未 満で ６か月 以 上寝た きりの 方 

（イ） 所得要件 

           本人、 配 偶者及 び扶養 義務 者の 所得が 旧国民 年金 法に 定める 額以下 の方 

（ウ） 住所要件 

           住民基 本 台帳に 記録、また は外 国人登 録法に よる 登録 をされ 、本市 に引 き続 き

１年以 上居住 して いる 方 

（エ） その他 

        ・ 健康保 険 に加入 してい るこ と 

        ・ 国民健 康 保険加 入者は 、保 険料 が完納 されて いる こと 

イ  一部負担 

          １ 割負 担。 ただし 、入 院分は 、44,400 円を上 限と しま す。 

ウ  医療費の支給 

（ア） 市外医療機関等での医療費 

          自 己負 担分 （３割 ）を支 払っ た後 、申請 により 一部 負担 を控除 した額 を払 い戻

しいた します 。 

（イ） 高額医療費支給制度 

区  分 
医療費 自己負 担限 度額 

通院（ 個人ご と） 入院＋ 通院（ 個人 ごと ） 

一般 12,000 円 44,400 円 

非課税 Ⅱ 
8,000 円 

24,600 円 

非課税 Ⅰ 15,000 円 

         ※  非課 税 Ⅱ：市 民税非 課税 世帯 にある 受給者 

         ※  非課 税 Ⅰ：市 民税非 課税 世帯 で、本 人の所 得額 が一 定基準 額以下 の受 給者 

         ※  月の 負 担額が 限度額 を超 えた 場合、 申請に より 支給 されま す。 

（ウ） その他の支給 

           コルセ ッ ト等治 療用補 装具 を購 入され た場合 、申請 に より保 険者か らの 給付 金 

         及 び一部 負 担を控 除した 額が 支給 されま す。 
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エ  申請窓口 

・ 窓 口サー ビス 課 医療給 付係（ 内線 486・487） 

・ 地 域事務 所、 市民 サービ スセン ター 、上 石津地 域の各 支所 

 

（２） 心身障害者医療費助成制度 

障 が い 者 の 健 康 の 保 持 増 進 に 寄 与 し 、 障 が い 者 福 祉 向 上 の た め に 健 康 保 険 法 に

定める 医療費 の自 己負 担分を 助成す るも の で す。 

ア 対象者 

ａ 身 体障害 者手 帳 １ 級～３ 級の交 付を 受け ている 方 

ｂ 療 育手帳 Ａ～ Ｂ １ の交付 を受け てい る 方 

ｃ 戦 傷病者 手帳 特別 項症～ 第 ４項 症で 、身 体障害 者手帳 ４ 級 の交 付を受 けてい

る方 

ｄ 精 神障害 者保 健福 祉手帳 １，２ 級の 交付 を受け ている 方 

ｅ 身 体障害 者手 帳 ４ 級の交 付を受 けて いる 方 

ｆ 療 育手帳 Ｂ ２ の交 付を受 けてい る方 

イ 所得要件 

・ 上 記 ａ 、 ｂ、 ｃ 、ｄの 方 

本人、 配偶者 及び 扶養 義務者 の所得 が、 特別 児童扶 養手当 等の 支給 に関す

る法律 施行令 に定 める 額 未満 である こと 

・ 上 記 ｅ 、 ｆの 方 

本人が 市民税 非課 税で あるこ と 

ウ 給付の内容 

健康保 険法 に 規定 する 一部負 担金 

エ 給付の方法 

受給者 証 の提 示に より 、県内 の 医療 機関 等で は 窓口 での支 払い は 無 料にな

ります 。県外 医療 機関 等では 、申請 によ り償 還され ます （ ただ し、 保険給 付

外のも のにつ いて は対 象とな りませ ん）。 

オ 申請に必要なもの 

・ 身 体障害 者手 帳 、 療育手 帳 また は精 神障 害者保 健福祉 手帳 

・ 健 康保険 証 

・ 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ） 

・ 所 得課税 証明 書（ 転入の 場合の み） 

カ 償還手続きに必要なもの 

・ 健 康保険 証 

・ 受 給者証 

・ 領収書（健 康保 険 から療 養費等 の給 付を 受けた ときは 、そ の額 がわか るも の ） 

・ 預 金通帳 

キ 申請窓口 

・ 窓 口サー ビス 課 医療給 付係 （内 線 486・487） 

・ 地 域事務 所・ 市民 サービ スセン ター ・上 石津地 域の各 支所 
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（３） 乳幼児等医療費助成制度 

乳幼児 等の健 康の 保持 増進に 寄与し 、児 童福 祉向上 のため に健 康保 険法に 定め

る医療 費の自 己負 担分 を助成 するも ので す。 

ア 対象者 

市内に 住所が あり 、国 民健康 保険ま たは 社会 保険等 に加入 して いる 、０歳 から

15 歳に 到達 して、 初 めて迎 える３ 月 31 日 （中学 校卒業 ）ま での 人 

イ 給付の内容 

健康保 険法に 規定 する 一部負 担金 

ウ 給付の方法 

受給者 証の提 示に より 、県内 の医療 機関 等で は窓口 での支 払い は無 料にな りま

す。県 外医療 機 関 等で の受診 に要し た医 療費 は、申 請によ り償 還さ れます （ただ

し、保 険給付 以外 のも のにつ いては 対象 とな りませ ん）。 

エ 受給者証の交付 

（ア） 申請に必要なもの 

・ 健 康保険 証 

・ 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ） 

（イ） 申請窓口 

・ 窓 口サー ビス 課 医療給 付係 （内 線 486・487） 

・ 地 域事務 所・ 市民 サービ スセン ター ・上 石津地 域の各 支所 

オ 償還手続き 

（ア） 申請に必要なもの 

・ 健 康保険 証 

・ 受 給者証 

・ 領 収書 

・ 預 金通帳 

・ 健 康保険 から 療養 費等の 給付を 受け たと きは、 その額 がわ かる もの 

（イ） 申請窓口 

・ 窓 口サー ビス 課 医療給 付係 （内 線 486・487） 

・ 地 域事務 所・ 市民 サービ スセン ター ・上 石津地 域の各 支所 

 

（４） 母子家庭等医療費助成 

一 人 親 家 庭 等 の 保 健 向 上 と 経 済 負 担 の 軽 減 を 図 る た め 健 康 保 険 法 に 定 め る 医 療 費

の自己 負担分 を助 成し ていま す。 

ア 対象者 

・ 18 歳未 満の児 童 を扶養 する一 人親 家庭 の母ま たは父 及び 18 歳未満 の児童 

・ 父 母がい ない か、 または 父母に 監護 され ていな い 18 歳 未満 の 児童 

・ 父 または 母が 重度 障がい 者であ る 18 歳 未満の 児童及 びそ の児 童を扶 養して

いる母 または 父 
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イ 所得要件 

本人、 配偶者 及び 扶養 義務者 等の所 得が 、児 童扶養 手当法 施行 令に 定める 額未

満の方 

ウ 給付の内容 

健康保 険法に 規定 する 一部負 担金 

エ 給付の方法 

受給者 証の提 示に より 、県内 の医療 機関 等で は窓口 での支 払い は無 料にな りま

す。県 外医療 機関 等で は、申 請によ り償 還さ れます （ただ し、 保険 給付以 外のも

のにつ いては 対象 とな りませ ん）。 

オ 受給者証の交付 

（ア） 申請に必要なもの 

・ 健 康保険 証 

・ 戸 籍謄本 

・ 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ） 

・ 所 得課税 証明 書（ 転入の 場合の み） 

（イ） 申請窓口 

窓口サ ービス 課 医療 給付係 （内 線 486・487） 

カ 償還手続き 

（ア） 申請に必要なもの 

・ 健 康保険 証 

・ 受 給者証 

・ 領 収書 

・ 預 金通帳 

・ 健 康保険 から 療養 費等の 給付を 受け たと きは、 その額 がわ かる もの 

（イ） 申請窓口 

 窓口 サービ ス課 医 療給付 係 （ 内線 486・487） 

       地 域事 務所・ 市民サ ービ スセ ンター ・上石 津地 域の 各支所 

 

（５） 後期高齢者医療制度 

      今 後更な る少 子高齢 化が進 み、老人 医療費 の増大 が予 想さ れる中 で、国民皆 保険 制

度を堅 持し 、医 療制 度 を将来 にわた り持 続可 能なも のにす るた め 、現役世 代と高 齢者

世代の 負担を 明確 にし 、公 平で わかり やす い 制度を 構築す べく 、後 期高齢 者医療 制度

が創設 されま した 。 

      運営主 体（ 保険 者）は 都道府 県単 位で 設置さ れる広 域連 合で 、窓口 業務は 市が 行い

ます。 

ア  適用 

（ア） 対象者及び資格取得日 

・ 75 歳以 上のす べ ての方 （75 歳の誕 生 日から ） 

・ 65 歳か ら 74 歳ま での方 で一定 の障 がい があり 、制度 に加 入さ れる方 

            （加 入を 申請後 、広域 連合 の認 定を受 けた日 から ） 
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（イ） 保険証 

           保険 証を １人１ 枚ずつ 交付 、医 療機関 への受 診の と き は、こ の証を 医療 機関

の窓口 に提示 して くだ さい。 

イ  一部負担  

        窓口 で支 払う 自己負 担割合 は、 かか った医 療費の １割 （現 役並み 所得者 は３ 割） 

所得区 分 医療費 食事療 養標準 負担 額 

現役並 み所得 者 ３割負 担 260 円/１食  

一般 １割負 担 260 円/１食  

区分Ⅱ １割負 担 
210 円/１食 90 日ま での 入院 

160 円/１食 過去 12 か月で 90 日を 超える 入院 

区分Ⅰ １割負 担 100 円/１食  

      ※現役 並み 所得 者：同一 世帯 に住民 税 課税所 得が 145 万 円以 上の被 保険者 がい る 方 。

ただし 、被保 険者 の収 入の合 計が、520 万円 未満（ １人の 場合 は 383 万 円未満 ）

の場合 は、申 請に より 「一般 」の区 分と 同様 になり ます。 

      ※区分 Ⅱ： 世帯 の全員 が住民 税非 課税 の方（ 区分Ⅰ 以外 の方 ） 

      ※区分 Ⅰ：世帯 の全員 が住民 税非 課税 で、そ の世 帯の 各所得 が必要 経費・控 除(年 金

の所得 は控除 額を 80 万円と して計 算 ） を差 し引い たとき に０ 円と なる

方 

（ア） 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 

         区 分Ⅱ 又は 区分Ⅰ に該当 する 被保 険者は 、申請 によ り入 院時の 自己負 担限 度額

及び食 事療養 標準 負担 額が減 額され ます 。 

（イ） 特定疾病療養受療証の交付 

         決 めら れた 疾病で 、長期 高額 疾病 者の自 己負担 限度 額が 、申請 により 減額 され

ます。 

ウ 医療費の支給  

（ア） 高額療養費支給制度 

          １ か月（同 じ月）の医療 費の 自己 負担額 が次表 の限 度額 を超え た場合 、申 請（ 初

回 の み ） し て 認 め ら れ る と 限 度 額 を 超 え た 分 が 高 額 療 養 費 と し て 支 給 さ れ ま す 。 

所得区 分 
医療費 自己負 担限 度額 

通院（個 人単位 ） 通院＋ 入院（ 世帯 単位 ） 

現役並 み所得 者 44,400 円 80,100 円＋ （総医 療 費－267,000 円）×１ ％ 

一  般 12,000 円 44,400 円 

区分Ⅱ 8,000 円 24,600 円 

区分Ⅰ 8,000 円 15,000 円 
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（イ） 高額医療・高額介護合算制度 

          医 療費 が高 額にな った世 帯に 介護 保険の 受給者 がい る場 合、後 期高齢 者医 療と

介護保 険の両 方の １年 間に支 払った 自己 負担 額（年 額：毎 年８ 月１ 日～翌 年７月

31 日 ）を合 算し 、下 記 の世帯 単位の 自己 負担 基準額 を超え た場 合に 支給さ れます 。 

所得区 分 世帯単 位の自 己負 担基 準額 

現役並 み所得 者 670,000 円＋500 円 

一  般 560,000 円＋500 円 

区分Ⅱ 310,000 円＋500 円 

区分Ⅰ 190,000 円＋500 円 

（ウ） 療養費 

          次 のよ うな 場合に 、かか った 費用 の全額 をいっ たん 支払 った場 合は、 申請 によ

り保険 者（後 期高 齢者 医療広 域連合 ）が 審査 し、認 められ れば 、保 険給付 分があ

とで支 給され ます 。 

      ａ 急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できず、

全額自己負担した場合 

（ａ）申請に必要なもの 

           ① 診 療報 酬明細 書 

           ② 領 収書 

           ③ 印 かん （朱肉 のつく もの ） 

           ④ 保 険証 

           ⑤ 口 座の わかる もの（ 通帳 など ※ゆ うちょ 銀行 は一 部対応 可能） 

      ｂ 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき 

      （ａ）申請に必要なもの 

           ① 柔 道整 復施術 療養費 ・医 療費 支給申 請書 

           ② 領 収書 

           ③ 印 かん （朱肉 のつく もの ） 

           ④ 保 険証 

           ⑤ 口 座の わかる もの（ 通 帳 など ※ゆ うちょ 銀行 は一 部対応 可能） 

      ｃ 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき 

      （ａ）申請に必要なもの 

           ① 療 養費 支給申 請書 

           ② 医 師の 同意書 

           ③ 領 収書 

           ④ 印 かん （朱肉 のつく もの ） 

           ⑤ 保 険証 

           ⑥ 口 座の わかる もの（ 通帳 など ※ゆ うちょ 銀行 は一 部対応 可能） 
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      ｄ コルセットなどの治療用装具を購入したとき 

      （ａ）申請に必要なもの 

           ① 補 装具 を必要 と認め る医 師の 証明書 

           ② 領 収書 

           ③ 印 かん （朱肉 のつく もの ） 

           ④ 保 険証 

           ⑤ 口 座の わかる もの（ 通帳 など ※ゆ うちょ 銀行 は一 部対応 可能） 

      ｅ 輸血のための生血代を負担したとき 

      （ａ）申請に必要なもの 

           ① 医 師の 理由書 または 診断 書 

           ② 輸 血用 血液受 領証明 書 

           ③ 血 液提 供 者の 領収書 

           ④ 保 険証 

           ⑤ 印 かん （朱肉 のつく もの ） 

           ⑥ 口 座の わかる もの（ 通帳 など ※ゆ うちょ 銀行 は一 部対応 可能） 

      ｆ 海外渡航中に国外で治療を受けたとき 

           日本で 認 められ ている 保険 診療 の範囲 内での 給付 とな ります 。ただ し、治 療 目

的で渡 航した 場合 は対 象にな りませ ん。 

      （ａ）申請に必要なもの 

           ① 診 療報 酬明細 書（日 本語 の翻 訳文が 必要で す。） 

           ② 領 収明 細書（ 日本語 の翻 訳文 が必要 です。） 

           ③ 保 険証 

           ④ 印 かん （朱肉 のつく もの ） 

      ⑤ 口 座の わかる もの（ 通帳 など ※ゆ うちょ 銀行 は一 部対応 可能） 

（エ） 厚生労働大臣の指定する特定疾病 

          厚 生労 働大 臣が指 定する 特定 疾病 （先天 性血液 凝固 因子 障害の 一部、 人工 透析

が必要 な慢 性腎 不全 、 血液凝 固因 子製 剤の 投 与に起 因す るＨ ＩＶ 感 染症） の場合

の自己 負担限 度額 （月 額）は 、10,000 円 で す。 

          該 当す る方 は医療 機関の 窓口 に「 特定疾 病療養 受療 証 」 を提示 する必 要が あり

ますの で、窓 口サ ービ ス課で 交付を 受け てく ださい 。 

（オ） 葬祭費 

          被 保険 者が 死亡し たとき 、葬 祭を 行った 方に 50,000 円 が支給 されま す。 

ａ  申請に必要なもの 

          ① 保 険証 

          ② 印 かん （朱肉 のつく もの ） 

          ③ 口 座の わかる もの（ 通帳 など ※ゆ うちょ 銀行 は一 部対応 可能） 

          ④ 葬 祭を 行った ことが わか るも の（埋 葬許可 証等 ） 
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（カ） 移送費 

          病 気や ケガ などで 移動が 困難 な方 が 、医 師の指 示に より 、やむ を得ず 入院 や転

院など のた めに 医療 機 関に移 送さ れた とき な どに、 移送 に要 した 費 用が、 審査の

うえ認 められ た場 合に 支給さ れます 。 

        ａ  申請に必要なもの 

          ① 医師の意見書(移送を必要と認めた理由、移送経路、移送方法及び移送年月日) 

          ② 領 収書 

          ③ 保 険証 

          ④ 印 かん （朱肉 のつく もの ） 

          ⑤ 口 座の わかる もの（ 通帳 など ※ゆ うちょ 銀行 は一 部対応 可能） 

（キ） 第三者行為 

          交 通事 故な ど、第 三者の 不法 行為 により 傷害を うけ たと きの医 療費は 、原 則と

して加 害者 が全 額負 担 とすべ きも ので すが 、 申請に より 、一 時的 に 後期高 齢者医

療制度 で治療 を受 ける ことが できま す。 

          た だし 、後 日、加 害者に 対し 医療 費の請 求をし ます ので 、必ず 窓口サ ービ ス課

に「第 三者の 行為 によ る被害 届」を 提出 して くださ い。 

ａ  申請に必要なもの 

          ① 交 通事 故証明 書 

          ② 同 意書 ・承諾 書等 

          ③ 保 険証 

          ④ 印 かん （朱肉 のつく もの ） 

       ※  申請 前に 示談を したり 、加 害者 から医 療費を 受け 取っ たりす ると、 その 取り

決めや 給付が 優先 し、 後期高 齢者医 療制 度か ら加害 者に対 して 請求 ができ なくな

る場合 があり ます 。示 談等の 前に必 ず、 窓口 サービ ス課へ 相談 して くださ い。 

エ  保険料  

      一人ひ とり が、 前年中 の総所 得金 額な どをも とにし て、 保険 料を納 めてい ただ きま

す。保 険料は 所得 に応 じて支 払う所 得割 額と 、すべ ての加 入者 が平 等に負 担する 均等

割額の 合計と なっ てい ます。 平成 22･23 年度 は所得 割率 7.39％ 、 均等割 額 39,310 円

と岐阜 県 内均 一で 決定 され、 ２年ご とに 見直 します （次期 見直 しは 平成 24 年度）。 

（ア） 保険料内訳 

       保険 料（年 間 限度額 50 万 円）＝ 均 等割額 ＋所得 割額 

         均 等割額 ＝39,310 円 

         所 得割額 ＝ （総所 得金額 等－33 万円）×0.0739（所 得 割率） 

（イ） 保険料の軽減 

       ① 被用者保険の被扶養者（被保険者となる前日において被扶養者となっていた方） 

          ・所 得割 額の負 担はな く、 均等 割額が ９割軽 減さ れま す。 

      （39,310 円×0.1＝ 3,900 円 ） 

       ② 低所 得世 帯（同 一世帯 内の 被保 険者及 び世帯 主の 総所 得金額 等の合 計） が一

定基準 に満た ない 場合 は均等 割額を 下記 の割 合で軽 減 
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世帯（ 被保険 者及 び世 帯主） の総所 得金 額等 の合計 軽減割 合 

【33 万 円（ 基礎 控除額 ）】

以下の 世帯 

【被保 険者全 員が 年金 収入 80 万

円 】 以 下 の 世 帯 （ そ の 他 各 種 所

得がな い場合 ） 

9 割軽 減 

上記以 外 8.5 割 軽減 

【33 万 円（基 礎控除 額 ）＋24.5 万円×世 帯の 被保険 者数

（世帯 主であ る被 保険 者を除 く）】 以下の 世 帯 
5 割軽 減 

【33 万 円（ 基礎控 除 額）＋35 万 円×世帯 の 被保険 者数 】

以下の 世帯 
2 割軽 減 

③ 所得 割額 を負担 す る方の うち、基礎 控除 後の総 所得金 額等 が 58 万円 以下の

方は、 所得割 額を 一律 ５割軽 減 

（ウ） 保険料納付方法 

       原則 として 特 別徴収 （介護 保険 料と 同一の 年金か ら天 引き ） 

４・６ ・８月 支給 分の 年金（ 仮徴収 ） → 前々 年の所 得額に より 仮の 金額を 徴収 

10・12・２月 支給 分の 年金（ 本徴収 ） → 前年 の所得 額によ り算 定 さ れた保 険料 

額から 仮徴収 金額 を差 し引い た額を 徴収 

       ※ 年金 額が 年額 18 万円 未満又 は 介護保 険料と の合 算額 が年金の 1/2 を超 える 方

は特別 徴収が でき ませ ん。特 別徴収 でき ない 方は普 通徴収 とな り７ 月～３ 月の９

期で納 入通知 書ま たは 口座振 替にて 納め てい ただき ます。 

オ  健康診査  

      生活習 慣病 の早 期発見 及び早 期治 療を 図り、 もって 被保 険者 の安心 で安定 した 生活

の向上 に資す るこ とを 目的に 、広域 連合 の委 託を受 けて健 康診 査を 行いま す。 

      健康診 査実 施日 に被保 険者に なっ てい る方を 対象に 、申 し込 みによ り問診 ・身 体測

定・血圧測 定・尿検 査・血液検 査等を 実施（受 診者の 自己負 担金 とし て 500 円が必 要）。 

カ  申請窓口  

      ・  窓口 サー ビス課 医療 給付係 （ 内線 484・485） 

      ・  地域 事務 所、市 民サー ビス セン ター、 上石津 地域 の各 支所 

      ※  健康 診査 の受け 付けは 窓口 サー ビス課 のみ 

 

２ 国民健康保険 

 

（１） 概   要 

病気に なった とき に、 医療費 が高額 にな り満 足な医 療を受 けら れな いとい う事態 を

防ぎ、 また医 療費 の負 担を軽 減する ため に、 日ごろ より収 入や 資産 などに 応じて 保険

料とし て出し 合い 、皆 で助け 合おう とい う趣 旨のも と、昭 和 33 年 に現行 の国民 健康 保

険法は 制定さ れま した 。以後 改正を 重ね 、現 在に至 ってい ます 。 

国民健 康保 険 は療 養の 給付だ けでな く、 出産 育児一 時金や 健康 診断 の補助 等、被 保

険者の 療養の 給付 以外 の制度 も併せ て運 営し ていま す。 
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ア 国民健康保険加入状況 

                               各年 度末現 在 

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

総世帯 数 61,381 61,789 61,841 61,909 62,606 

 

世帯数 30,732 30,627 23,969 23,934 23,892 

加入率 （％） 50.07 49.57 38.76 38.66 38.16 

総人口 166,925 166,951 165,420 164,680 164,649 

 

被保険 者数 58,754 57,755 43,912 43,526 43,013 

加入率 （％） 35.20 34.60 26.55 26.43 26.12 

介 護 保 険 第 ２ 号

被保険 者数 
15,708 14,922 14,893 14,850 15,107 

 

（２） 国民健康保険  

ア 適用 

（ア） 国民皆保険制度 

国民健 康保険 法で は、 市町村 に住所 のあ る方 は、他 の医療 保険 の加 入者を 除

き、そ の市町 村 が 運営 する国 民健康 保険 の被 保険者 となり ます 。こ れは、 国民

はいず れかの 保険 に切 れ目な く加入 しな けれ ばなら ないと いう 制度 です。 

ａ 主な国民健康保険加入者 

国民健 康保険 に加 入す る方は 、次の とお りで す。 

・ 農 業、漁 業従 事者 

・ 自 営業者 

・ パ ート、 アル バイ ト等で 職場の 健康 保険 に加入 してい ない 方 

・ 退 職して 職場 の健 康保険 の資格 を喪 失し た方 

・ 外 国人登 録を 行い 日本に １年以 上滞 在す る方 

※ 職 場の健 康保 険な どに加 入して いる 方と 、後期 高齢者 医療 制度 に加入 して

いる方 と、生 活保 護を 受けて いる方 以外 は、 すべて 国民健 康保 険に 加入す る

ことに なって いま す。 

ｂ 加入者と世帯主 

国民健 康保険 では 、被 保険者 一人ひ とり が加 入者で すが、 加入 の届 出、保 険

料の納 付は世 帯ご とに 世帯主 が行い ます 。 

世帯主 が国民 健康 保険 に加入 されて いな い場 合でも 、国民 健康 保険 被保険 者

証には 世帯主 の名 前が 記載さ れます 。こ れは 擬制世 帯主制 度と いい 、国民 健康

保険被 保険者 証の 右上 に“擬 ”と表 示さ れて います 。世帯 主が 他の 健康保 険に

加入し ており 、そ の家 族のな かに国 民健 康保 険の加 入者が いる 場合 、この 制度
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が適用 になり ます 。こ のとき 、擬制 世帯 主は 国民健 康保険 被保 険者 証を使 用す

ること はでき ませ ん。 また、 保険料 には 擬制 世帯主 の所得 等は 反映 される こと

はあり ません 。 

ｃ 他の医療保険に加入できる方 

国民健 康保険 は、 職場 の健康 保険な どに 加入 するこ とがで きな い方 に医療 を

保障す る保険 です 。生 活費の 大部分 がお 子さ んなど からの 仕送 りで ある方 の場

合、被 扶養者 とし て、 他の健 康保険 に加 入で きる場 合があ りま すの で一度 ご確

認くだ さい。 

また、 株式会 社、 有限 会社な ど法人 事業 所で 働いて いる方 は、 勤務 先での 健

康保険 に加入 する こと が義務 付けら れて いま す。 

ｄ 加入・脱退の手続 

国民健 康保険 に加 入・脱退す るとき は 、14 日 以内に 届書を 提出 しな ければ な

りませ ん。 

（ａ） 国民健康保険に加入する日 

・ そ の他の 医療 保険 の資格 を喪失 した 日（ 退職日 の翌日 ） 

・ 他 の市町 村か ら転 入した 日（他 の医 療保 険加入 者は除 く） 

・ 生 活保護 を受 けな くなっ た日 

・ 出 生した 日 

（ｂ） 国民健康保険を脱退する日 

・ そ の他の 医療 保険 に加入 した日 の翌 日 

・ 他 の市町 村に 転出 する日 の翌日 

・ 生 活保護 が適 用さ れた日 

・ 死 亡した 日の 翌日 

※ 国 民健康 保険 への 加入手 続が遅 れた 場合 、資格 取得日 まで さか のぼっ て

保険料 を納め てい ただ くこと になり ます 。 

また、 国 民健 康保険 は 他の医 療保険 に加 入さ れてい ても自 動的 に切 り替

わりま せん。 届出 が遅 れます と、保 険料 の２ 重払い が生じ 、ま た、 誤って

医療機 関等で 使用 され ますと 、後日 、医 療費 を返し ていた だく こと になり

ます。 

※ 他 の 医 療 保 険 の な か で も 、 会 社 な ど を 退 職 し て 一 定 の 条 件 を 満 た す と 、

引き続 きその 職場 の健 康保険 に加入 する こと ができ る制度 があ りま す。こ

の 制 度 を ｢任 意 継 続 ｣と い い ま す 。 こ の 任 意 継 続 の 期 間 は 最 長 ２ 年 間 で す 。

詳しく は、勤 務先 また は、加 入して いる 保険 者でお 尋ねく ださ い。 

（ｃ） 届出に必要なもの 

〈加入 の場合 〉 

① 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ） 

② 身 分を証 明で きる もの（ 運転免 許証 など ） 

③ 職 場の保 険を やめ た証明 書 

④ 保 険証（ 追加 加入 のとき ） 
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〈脱退 の場合 〉 

① 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ） 

② 保 険証 

③ 職 場の保 険証 

ｅ 国民健康保険が使えないとき 

次の場 合、使 えま せん 。 

・ 病 気やケ ガと 認め られな いとき （正 常な 妊娠・ 出産、 経済 上の 理由等 によ

る妊娠 中絶、 歯列 矯正 、美容 整形、 健康 診断 、集団 検診、 予防 接種 、日常 生

活に支 障のな いわ きが ・しみ の治療 ） 

・ 仕 事上の ケガ とい った労 災保険 の給 付を うけら れるも の 

・ そ の他、 けん かや 泥 酔な どによ る病 気や ケガ、 犯罪や 故意 によ る病気 やケ

ガ、医 師や保 険者 の指 示に従 わなか った とき など 

（イ） 介護保険第２号被保険者 

国民健 康保険 に加 入し ている 40 歳 以上 65 歳 未満の 方です 。介 護保 険分の 保

険料は 、医療 保険 の保 険料に 上乗せ した 一つ の国民 健康保 険料 とし て世帯 主の

方に納 めてい ただ きま す。 

（ウ） 退職者医療制度 

長 年 会 社 勤 め を し て い て 退 職 し 、 年 金 を 受 給 し て い る 方 と そ の 扶 養 家 族 は 、

次に該 当する と、 退職 者医療 制度の 対象 とな ります 。 

（退職 本人） 

・ 厚 生年金 や各 種共 済組合 などの 年金 を受 給して いる 65 歳 未満 の人 で 、こ

れらの 年金制 度加 入期 間が 20 年以 上、も し くは、40 歳以 降の 加 入期間 が 10

年以上 ある方 （国 民年 金期間 を除く ） 

（退職 者家族 ） 

・ 退 職者本 人と 同一 の世帯 に属し た 65 歳 未満の 人で、 主と して その人 の収

入によ って生 活を して いる方 

退職者 本人が 資格 を喪 失した とき退 職者 家族 （被扶 養者） は、 一般 の国民

健康保 険の加 入者 にな ります 。 

ａ 届出に必要なもの 

① 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ） 

② 年 金証書 （年 金加 入期間 月数が 記載 され ている もの） 

③ 保 険証 

※ 退 職者被 保険 者証 は緑色 で、一 般（ 黄色 ）とは 別にな りま す。 また、 同一

世帯で 一般の 被保 険者 と退職 者医療 該当 の被 保険者 がいる 方は 、保 険者証 は

一般（ 黄色） が １ 通と 退職（ 緑色） が１ 通の 計２通 になり ます 。 

（エ） 高齢受給者証 

満 70 歳を迎 える 方が 後期高 齢者医 療制 度の 対象に なるま での 期間 は、高 齢

受給者 証を交 付し ます 。70 歳 を迎 えた翌 月 （１日 生まれ の方 は、 その月 から）

から医 療機関 に受 診の 際、窓 口に 国民健 康保 険被保 険者証 と併 せて 提示し てい

ただき 、自己 負担 割合 が１割［平 成 24 年 ３ 月 31 日 まで は２割 が １割に 据え置
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き]（ 現 役 並 み 所 得 者 は ３ 割 ） に な り ま す 。 提 示 の な い 方 は 窓 口 で は ３ 割 負 担

になり ます 。 

現役並 み所得 者と は、 住民税 の課税 所得が 145 万円以 上 の 70～74 歳の国 保

加入者 世帯を いい ます 。ただし、70 歳以 上の 被保険 者の収 入の 合計 が 520 万円

未満の 場合〔70 歳以上 が１人 の場合 は 383 万 円未満 〕は 、申 請に よ り１割 負担

と 認 定 さ れ ま す 。（ 同 一 世 帯 に 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 に 移 行 す る 人 が い て 現 役 並

み所得 者とな った 高齢 者単身 世帯の 場合 は、 項目の 「高額 療養 費」「70 歳以上

の方」 を参照 。） 

また、所得に 応じ て１ か月の 自己負 担額 に限 度額が 設定さ れ、それ を超え る

場合、 高額療 養費 の払 い戻し が受け られ ます 。 

※自己 負担限 度額 につ いては 、項目 の「 高額 療養費」「70 歳以 上の 方」を 参照 

（オ） マル遠・マル学 

国民健 康保険 証は 一世 帯に １ 通です 。こ のた め、仕 事の都 合や 、学 校が離 れ

ていて 下宿す る方 のた めに、 マル遠 保険 証や マル学 保険証 があ りま す。 

ａ 申請に必要なもの 

① 保 険証          ② マ ル学 の方は 在学証 明書 

③ 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ） 

イ 国民健康保険料 

（ア） 保険料の決定 

保 険 料 は 、 加 入 者 全 員 の 前 年 中 の 所 得 や 固 定 資 産 税 額 、 人 数 で 算 出 し ま す 。

平成 23 年度 の計算 式 は次の ように なり ます 。 

ａ 医療保険分 

①   所得割 （ 総所得 金 額－基 礎控除 額 33 万 円） × 7.40％ 

②   資産割 土 地･家 屋に かかる 固定資 産税 額 × 23.00％ 

③   均等割 加 入者数 × 26,500 円 

④   平等割 一 世帯に つ き 27,800 円 

①  ～④の 合計が 医療 保険 分にな ります 。上 限額 は 51 万 円で す。 

ｂ 後期高齢者支援金分 

⑤   所得割 （ 総所得 金 額－基 礎控除 額 33 万 円） × 2.24％ 

⑥   資産割 土 地･家 屋に かかる 固定資 産税 額 × 6.10％ 

⑦   均等割 加 入者数 × 7,700 円 

⑧   平等割 一 世帯に つ き 7,800 円 

⑤～⑧ の合計 が後 期高 齢者支 援金分 にな りま す。上 限 額 は 14 万 円 です。 

ｃ 介護保険分（40 歳以上 65 歳 未満の 方 のみ）  

⑨   所得割 （ 総所得 金 額－基 礎控除 額 33 万 円） × 1.90％ 

⑩   資産割 土 地･家 屋に かかる 固定資 産税 額 × 6.40％ 

⑪   均等割 加 入者数 × 8,500 円 

⑫   平等割 一 世帯に つ き 6,000 円 

⑨～⑫ の合計 が介 護保 険分に なりま す。 上限 額は 12 万円 です。 

①～⑫ の合計 がそ の世 帯の年 間保険 料に なり ます。 上限額 は 77 万 円です 。 
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※ 介 護保険 分は 40 歳以上 65 歳 未満の 方 につい てかか りま す。年度途 中に 65

歳にな る方は 、年 度当 初に 65 歳に なる 前月 まで の 保険料 を計 算し 、医療 分

と合わ せて年 間の 保険 料とし ます。 １日 が誕 生日の 方は、 その 前々 月まで の

分にな ります 。 

また、 年度途 中よ り 40 歳に なる 方は、40 歳 の誕生 日の月 の分 から 、１日

が誕生 日の方 は、 その 前月か ら介護 保険 料を 納めて いただ くこ とに なりま す。 

（イ） 保険料の内訳 

              平 成 20 年４ 月１日 から の後 期高齢 者医療 制度 施行 に伴い 、０歳 から 74 歳

まで の医 療保 険加 入者 は、 後期 高齢 者医 療制 度を 支援 する こと とな り、 後期

高齢者 支援金 とし て納 付する ことと され まし た。 

              こ のこ とから 、国民 健康 保険 料にお いても 従来 の医 療保険 分、介 護保 険分

（40 歳から 65 歳 未満 ）に加 え、後 期高 齢者 支援金 分を合 算し て賦 課する こ

ととな ります 。 

40 歳未 満 医療分 ＋後期 高齢 者支 援金分 

40 歳以 上 65 歳未 満 医療分 ＋後期 高齢 者支 援金分 ＋ 介護 分 

65 歳以 上 75 歳未 満 医療分 ＋後期 高齢 者支 援金分 

ａ 仮算定 

仮算定 保険料 の通 知は ５月中 旪です 。仮 算定 とは、 ８月に 年間 保険 料の本 算

定を行 うため 、年 間 10 回納 付のう ち第 １期 、第２ 期、第 ３期 につ いては 、前

年の年 間保険 料の 10 分の１ ずつを 納め てい ただく もので す。[前 年度か ら継続

加入世 帯で、４月は じ めに後 期高齢 者医 療制 度に移 行した 人（旧 国 保被保 険者）

がいる 場合、 その 人は 除いて 算定し ます 。] 

ｂ 本算定 

本算定 保険料 の通 知は ８月中 旪です 。本 算定 とは、 その年 度の 年間 保険料 を

賦課決 定しま す。 第 １ 期～第 ３ 期分 の仮 算定 分を差 し引き 、残 りの 額を第 ４期

～第 10 期に 均等 に割 り振っ て通知 しま す。 このと き、前 年分 の所 得や資 産に

大幅な 変化が ある 世帯 は、保 険料も 大き く変 わりま す。 

また、 本算定 の結 果、 第 ３期 までの 支払 いで 、その 年度の 保険 料が 終了す る

方（仮 算定の 分で 、そ の年度 に必要 な保 険料 を払い 終わっ た方 ）は 、還付 金が

発生し ます。 

ｃ 平成 23 年度国民健康保険料納期限 

期別 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10 期 

納期限 5/31 6/30 8/1 8/31 9/30 10/31 11/30 12/26 1/31 2/29 

※ 納 期限内 に納 付が ないと きは 、20 日以 内 に督促 状を発 送し ます 。督 促発送 後は 督促

手数料 100 円 を納 めて いただ きます 。ま た、 本納付 額と督 促手 数料 のほか に、延 滞金

も納め ていた だき ます 。 
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 （ウ） 特別徴収（年金引き落し） 

     65 歳か ら 74 歳で 構成さ れる 世帯 におい て、平 成 21 年 10 月か ら国 民健康 保

険料の 納付方 法が 「年 金引き 落し」 と「 口座 振替」 のいず れか の選 択制に なり

ました 。 

     「 年金 引き 落し」を選択 され る場 合、手 続きは 必要 あり ません が、「 口座振 替」

を選択 される 場合 は、 手続き が必要 にな りま す。 

（エ） 滞納 

特別な 理由も なく 保険 料を滞 納する と、 公平 の確保 を図る ため 、次 のよう な

措置が とられ ます 。 

また、 督促状 を発 した 日から 起算し て 10 日 を経過 した日 まで に納 付され な

いとき は、滞 納処 分を 受ける ことが あり ます 。 

・ 「 短期保 険証 」の 交付（ 有効期 限が 短い ） 

・ 「 資格証 明書 」の 交付（ 医療費 の 10 割 を自己 負担） 

・ 国 民健康 保険 の給 付（療 養費、 高額 療養 費、葬 祭費な ど） があ るとき は、全

額を滞 納保険 料に 充当 

・ 滞 納処分 （財 産を 調査し 、預金 、給 与、 生命保 険等の 差押 え） 

ウ 給付 

（ア） 療養の給付 

病気や ケガを した とき 、医療 費の一 部（ 一部 負担金 ）を支 払う だけ で、診 療

を受け ること がで きま す。残 りの費 用は 国民 健康保 険が負 担し ます 。 

ａ 年齢別 医療費の負担割合 

年齢別 負担割 合 

０～６ 歳 ２割（ 義務教 育就 学前 ） 

７～69 歳 ３割 

70～74 歳 １割（ 現役 並 み所 得者 は３割 ） 

※ 大 垣市乳 幼児 等医 療助成 制度や 大垣 市 老 人医療 費助成 制度 「垣 老」等 に

より一 部負担 金を 助成 する制 度があ りま す。 詳しく は医療 給付 の該 当項目

を参照 してく ださ い。 

（イ） 療養費  

次のよ うな場 合に 、か かった 費用の 全額 をい ったん 支払っ た場 合は 、申請 に

より国 民健康 保険 が審 査し、認 めら れれば 、保険給 付分が あと で支 給され ます。 

ａ 急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に国民健康保険被保険

者証を提示できず、全額自己負担した場合 

（ａ） 申請に必要なもの 

① 診 療報酬 明細 書          ② 領収 書 

③ 口 座番号 のわ かる もの（ 通帳な ど） ④ 印か ん（朱 肉の つく もの） 

⑤ 保 険証 

ｂ 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき（ 国民 健康 保険の 取扱を

してい る柔道 整復 師の 場合に は、医 療機 関と 同様に 一部負 担金 で施 術が受 けら
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れます。）  

（ａ） 申請に必要なもの 

① 柔 道整復 施術 療養 費・医 療費支 給申 請書   ② 領 収書 

③ 口 座番号 のわ かる もの（ 通帳な ど） ④ 印か ん（朱 肉の つく もの） 

⑤ 保 険証 

ｃ 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき 

（ａ） 申請に必要なもの 

① は り・き ゅう ・マ ッサー ジ施術 療養 費支 給申請 書 ② 医 師の 同意書 

③ 領 収書           ④ 口座 番号の わかる もの （通 帳など ） 

⑤ 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ）  ⑥ 保険 証 

ｄ コルセットなどの治療用装具を購入したとき 

（ａ） 申請に必要なもの 

① 補 装具を 必要 と認 める医 師の証 明書 

② 領 収書           ③ 口座 番号の わかる もの （通 帳など ） 

④ 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ）  ⑤ 保険 証 

ｅ 輸血のための生血代を負担したとき 

（ａ） 申請に必要なもの 

① 医 師の理 由書 か診 断書    ② 輸血 用血液 受領証 明 書 

③ 血 液提供 者の 領収 書     ④ 口座 番号の わかる もの （通 帳など ） 

⑤ 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ）  ⑥ 保険 証 

ｆ 海外渡航中に国外で治療を受けたとき 

治療目 的で渡 航し た場 合は対 象にな りま せん 。ただ し、日 本で 認め られて い

る保険 診療の 範囲 内で の給付 となり ます 。 

（ａ） 申請に必要なもの 

① 診 療内容 明細 書（ 日本語 の翻訳 文が 必要 です。） 

② 領 収明細 書（ 日本 語の翻 訳文が 必要 です 。） 

③ 口 座番号 のわ かる もの（ 通帳な ど） ④ 印か ん（朱 肉の つく もの） 

⑤ 保 険証 

（ウ） 食事療養費 

入院時 の食事 代に つい て、 住 民税非 課税 世帯 の方は 、標準 負担 額（ １食 260

円）が 減額さ れ、 １ 食 210 円（90 日以 上 の長期 入院の 方は 、そ れ以降 １ 食 160

円）に なりま すの で、 該当す る方は 申請 して くださ い。 

一般加 入者 １食 260 円 

住民税 非課税 世帯 

（70 歳 以上 低所得 Ⅱ ）※１ 

90 日ま での 入院 １食 210 円 

90 日を 超え る入院 １食 160 円 

70 歳以 上で 低所得 Ⅰ の方※ ２ １食 100 円 

※１、 ※２の 低所 得Ⅰ ・Ⅱに ついて は（ エ） 高額療 養費を 参照 
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ａ 申請に必要なもの 

① 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ）    ② 保険証 

（エ） 高額療養費 

１か月 に支払 った 医療 費の自 己負担 分が 一定 額以上 になる と、 超え た分が 国

民健康 保険か ら払 い戻 されま す（そ のつ ど窓 口での 手続き が必 要で す）。 

自己負 担限度 額は 、年 齢、年 間所得 に応 じて 決まり ます。 詳し くは 次表の 限

度額表 を参照 して くだ さい。 

ａ 70 歳未満の方  

（ａ） 自己負担限度額（月額） 

住 民 税 

課 税 世 帯 

上位所 得者 

150,000 円 

実際の 医療費 が 500,000 円 を超 えた場

合は、 超えた 分の １％ をこの 額に加 算 

上位所 得者以 外 

80,100 円 

実際の 医療費 が 267,000 円 を超 えた場

合は、 超えた 分の １％ をこ の 額に加 算 

住民税 非課税 世帯 35,400 円 

※ 上 位所得 者と は、保険料 算定の 基準 とな る総所 得金額 が 600 万 円を

超える 世帯の 方で す。所得の 申告が ない 場合 、上位 所得者 とみ なさ れ

ますの でご注 意く ださ い。 

※ 一 つの世 帯で 、同 じ月内 に２回 以上 一部 負担金 を 21,000 円 以 上支

払った 場合、それ らの 額を合 算して 、限 度額 を超え た分が 支給 され ま

す。（世 帯合 算） 

※ 世 帯合算 は、家族 の一部 負担金 を合 算す る場合 だけで なく 、同 じ方

が同じ 月内に 、複数 の 医療機 関等で 一部 負担 金を支 払って いる 場合 に

も適用 されま す。 

※ 注 意事項 

・ １ か月単 位で 計算 

・ 医 療機関 ごと に計 算 

・ 同 一医療 機関 でも 入院と 外来、 医科 と歯 科は別 々で計 算（ 入院 時に歯 科

以外の 科で診 療を 受け たとき は合算 ） 

・ 院 外処方 で調 剤を 受けた ときは 一部 負担 金と合 算 

・ 入 院時の 食事 代や ベッド 代など は対 象外 

※ 同 じ世帯 で一 年間 に４回 以上、高額 療養 費の支 給を受 けた 場合 、４

回目か らは、 次表 の限 度額を 超えた 分が 支給 されま す。（ 多数該 当 ） 

（ｂ） ４回目からの自己負担限度額 

住民税 課税世 帯 
上位所 得者 83,400 円 

上位所 得者以 外 44,400 円 

住民税 非課税 世帯 24,600 円 
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    （ｃ） 限度額適用認定証 

        入院 した場 合の、 一医 療機 関の窓 口での 支払 いは 限度額 までと なり まし

た。限度額 は所 得区分 によっ て異な りま すの で、あらか じめ「限 度 額適用

認定証」の交 付を申 請 してく ださい 。この「 限度額 適用認 定証」を 医療機

関 の 窓 口 に 提 示 す る こ と に よ り 、 窓 口 で の 支 払 が 限 度 額 ま で と な り ま す 。 

       ※ 住民 税非課 税世帯 の人 は「 限度額 適用・ 標準 負担 額減額 認定証 」と なり

ます。 

ｂ 70 歳以上 75 歳未満の方  

（ａ） 自己負担限度額（月額） 

  
入院及 び世帯 ごと の限 度額 

外来の 限度額 

現役並 み所得 者 

※１ 

  44,400 円 

  

80,100 円 

実 際 の 医 療 費 が 267,000 円 を 超

えた場 合は 、超え た分 の１％ をこ

の額に 加算 

※多数 該当 44,400 円 

一般   12,000 円 44,400 円 

低所得 Ⅱ ※ ２ 
   8,000 円 

24,600 円 

低所得 Ⅰ ※ ３ 15,000 円 

※ 多 数該当 は、 一年 間に４ 回以上 高額 医療 費の支 給を受 ける 場合 の４回

目から の限度 額で す。 

※１ 同一世 帯に 住民 税課税 所得が 145 万円 以上の 70 歳 以上 75 歳 未満の

国保被 保険者 がい る人 。ただ し、70 歳 以上 75 歳未 満の 国保被 保険 者

の収入 合計が 二人 以 上 520 万円未 満、一 人 で 383 万円未 満の 場合 は申

請によ り「一 般」 の区 分と同 様とな り１ 割負 担（平 成 24 年４月 か ら

は２割 負担の 予定 ）と なりま す。 

また、同 一世 帯に後 期 高齢者 医療制 度に 移行 する人 がいて 現役 並み

所得者 となっ た高 齢者 単身世 帯の場 合、住 民 税課税 所得 が 145 万円 以

上かつ 収入 383 万円 以 上で後 期高齢 者医 療制 度に移 行した 旧国 保被 保

険者も 含めた 収入 合計 が 520 万円未 満の 人は 、申請 により 「一 般」 の

区分と 同様と なり 、 １ 割負担 （平成 24 年 ４ 月から は２割 負担 の予 定）

となり ます。 

※２ 同一世 帯の 世帯 主およ び国保 被保 険者 が住民 税非課 税の 人（ 低所得

者Ⅰ以 外の人 ） 

※３ 同一世 帯の 世帯 主およ び国保 被保 険者 が住民 税非課 税で 、そ の世帯

の各所 得が必 要経 費・ 控除（ 年金の 所得 は控 除額を 80 万 円とし て 計

算）を 差し引 いた とき に０円 となる 人 

※ 注 意事項  

・ 外 来では 、個 人ご とに病 院、診 療所 、歯 科、調 剤薬局 など 、各 医療機 関

に支払 った一 部負 担金 を合計 し、限 度額 を超 えた分 を支給 しま す。 

 



150 

・ 入 院では 、医 療機 関に１ か月に 支払 う一 部負担 金は、 世帯 の限 度額ま で

となり ます。 

・ 世 帯ごと の支 給額 は、ま ず個 人 ごと に外 来の支 給額を 計算 し、 さらに 入

院の一 部負担 金と 合わ せて世 帯の限 度額 を超 えた分 を支給 しま す。 

・ 入 院時の 食事 代や ベッド 代など は対 象外 です。 

・ 月 の途中 で後 期高 齢者医 療制度 へ移 行し た場合 、移行 した 人の 自己負 担 

限度額 は２分 の１ とし て計算 します 。 

（ｂ） 同じ世帯の 70 歳未満の方と合算できる場合 

ひとつ の世帯 で 、同じ 月内に 70 歳 以上 75 歳 未満の 方の負 担額 と、70 歳

未満の 方の一 部負 担金（21,000 円以上 のも の に限る ）の 合計 が限度 額を超

えた場 合は、 申請 によ り超え た分が 支給 され ます。 

※ こ こでい う限 度額 は、70 歳未 満の方 の 限度額 です。 

ｃ 申請に必要なもの 

① 領 収書          ② 口 座番 号のわ かるも の（ 通帳 など） 

③ 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ） ④ 保 険証 

        ｄ 高額医療・高額介護合算制度 

               医 療 費が高 額にな った 世帯 に介護 保険の 受給 者が いる場 合、医 療保険 と 介

護保険 の限度 額を 適用 後に、 合算し て下 記の 限度額 を超え たと きに は、そ

の超え た分が 支給 され ます。 

              ・ 合算 した場 合の限 度額 （年 額＜毎 年８月 ～翌 年７ 月＞） 

所得区 分 70 歳未 満の 人 

一般 67 万円 

上位所 得者 126 万 円 

住民税 非課税 世帯 34 万円 

 

所得区 分 70 歳以 上 75 歳未 満の 人 

一般 56 万円 

現役並 み所得 者 67 万円 

低所得 Ⅱ 31 万円 

低所得 Ⅰ 19 万円 

（オ） 厚生労働大臣の指定する特定疾病                    

厚生 労働 大臣 が指 定す る特 定疾 病（ 血友 病、 血液 凝固 因子 製剤 に起 因す るＨ

Ｉ Ｖ 感 染 症 、 人 工 透 析 が 必 要 な 慢 性 腎 不 全 ） に つ い て は 、 一 つ の 医 療 機 関 で １

か月 10,000 円※ま で の負担 となり ます 。 

該当 する 方は 医療 機関 の窓 口に 「特 定疾 病療 養受 療 証 」を 提示 する 必要 があ

ります ので、 窓口 サー ビス課 で交付 をお 受け くださ い。 

※平 成 18 年 10 月 より 人工透 析を要 する 上位 所得者 の負担 額 は 20,000 円 とな

りまし た 。 
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（カ） 出産育児一時金 

国保に 加入し てい る方 が出産 したと き、 出生 児 １人 ごと に 39 万円 が申請 に

より支 給され ます。（ 妊娠 85 日以 上の死 産 ・流産 を含み ます。） 

産科医 療補償 制度 の対 象分娩 の場合 は３ 万円 加算さ れます 。 

※ 他 の健康 保険 など からこ れに相 当す る給 付を受 けられ る場 合を 除きま す。 

ａ 申請に必要なもの 

① 産 科医療 補償 制度 対象分 娩であ るこ とを 証明す る印の ある 領収 書もし く 

  は 請求書            

② 口 座番号 のわ かる もの（ 通帳な ど） ③ 印か ん（朱 肉の つく もの） 

④ 保 険証 

（キ） 葬祭費の申請 

国民健 康保険 の被 保険 者が死 亡した とき 、葬 祭を行 った方 に ５ 万円 が 支給 さ

れます 。 

ａ 申請に必要なもの 

① 葬 祭を行 った こと がわか るもの （埋 葬許 可証等 ）  

② 口 座番号 のわ かる もの（ 通帳な ど） ③ 印か ん（朱 肉の つく もの） 

④ 保 険証 

（ク） 人間ドック健診料の助成 

国民健 康保険 に加 入し ている 方で人 間ド ック 健診時 、満年 齢 30～70 歳未 満

で次に 該当す る方 は、 健診料 が助成 され ます 。 

・ 人間ド ック健 診料 が 20,000 円以上 

  （ 助成は 健診 料の 半額で 限度額 は 20,000 円） 

・ 納 期到来 分の 保険 料完納 世帯の 方 

・ 申 請は、 健診 料を 支払っ てから ６か 月以 内 

※ 国 保加入 者１ 人に つき年 １回（ ４月 １日 から翌 年３ 月 31 日 ） 

ａ 申請に必要なもの 

① 領 収書            ② 口 座番号 のわか るも の（ 通帳な ど） 

③ 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ）   ④ 保 険証 

（ケ） 移送費の支給 

病気や ケガな どで 移動 が困難 な方が 、医 師の 指示に より、 やむ を得 ず入院 や

転院な どのた めに 医療 機 関に 移送さ れた とき などに 、移送 に要 した 費用が 、審

査の上 認めら れた 場合 に支給 されま す。 

ａ 申請に必要なもの 

① 医 師の意 見書          ② 領収書 

③ 口 座番号 のわ かる もの（ 通帳な ど） ④ 印かん （朱肉 のつ くも の） 

⑤ 保 険証 

（コ） 第三者行為 

交通事 故など 、第 三者 の不法 行為に より 傷害 をうけ たとき の医 療費 は、原 則

として 加害者 が全 額負 担とす べきも ので すが 、申請 により 、一 時的 に国民 健康

保険で 治療を 受け るこ とがで きます 。 
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ただし 、後日 、加 害者 に対し 医療費 の請 求を します ので、 必ず 窓口 サービ ス

課に「 第三者 行為 によ る診療 開始届 」を 提出 してく ださい 。 

ａ 申請に必要なもの 

① 交 通事故 証明 書（ 原本）   ② 同意 書・誓 約書等 

③ 印 かん（ 朱肉 のつ くもの ）  ④ 保険 証 

※ 国 民健康 保険 に届 け出る 前に示 談を した り、加 害者か ら医 療費 を受け 取っ

たりす ると、 その 取り 決めや 給付が 優先 し、 国民健 康保険 から 加害 者に対 し

て請求 できな くな る場 合があ ります 。示 談等 の前に 必ず、 窓口 サー ビス課 へ

相談し てくだ さい 。 

（サ） 療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担について(生活療養費) 

 療養 病床に 入院 す る 65 歳以上 の方 には 、食費 ・１ 食 460 円 、居住 費・１ 日

320 円 を負担 しま す。（低所 得者な どは 負担 が軽減 されま す） 

エ 特定健康診査 

         今 まで 保健 センタ ーで行 って いた 基本健 康診査 に代 わり 、平成 20 年 度から 、特

定 健 康 診 査 が 始 ま り ま し た 。 こ の 健 康 診 査 は 、 各 医 療 保 険 者 が 実 施 す る も の で 、

メタボ リック ・シ ンド ローム （内臓 脂肪 症候 群）に 着目し たも ので す。そ の結果

から、 生活習 慣病 の発 症リス クが高 く、 生活 習慣の 改善が 必要 な方 に対し て、特

定保健 指導を 行い ます 。 

（ア） 対象者  

国保加 入者で 、40 歳 から 74 歳の 方（年 度 途中で 脱退し た方 は除 きま す ） 

（イ） 受診方法  

４月の 誕生 月の 方から 順番に 受診 票を発 送し ます。 大垣 市の指 定医 療機関 に

て事前 予約の うえ 、受 診する ことが でき ます 。 

（ウ） 健診項目 

        質問（問 診：食事・運動 習慣 、服薬歴 、喫 煙歴な ど）、身体計 測（ 身長 、体重 、

BMI＜体 格指 数＞、腹 囲＜内 臓脂肪 面積 ＞）、身体診 察、血圧測 定（収縮期 血圧 、

拡張期 血圧）、脂 質検 査（中 性脂肪 、HDL コ レス テロー ル、LDL コ レス テロー ル）、

血糖検 査（空 腹時血 糖 及びヘ モグロ ビン A1c）、肝機 能検査（GOT、GPT、γ-GTP）、

尿検査 （尿糖 、尿 蛋白 ）、 腎機 能検 査（血 清 クレア チニン ）、貧 血 検査（ 赤血球

数、白 血球数 、血 色素 量、ヘ マトク リッ ト値 ） 

      ※ 心電 図検 査、眼 底検査 は、 医師 が必要 と認め た場 合実 施しま す。 

（エ） 受診者の負担金  

一律 1,000 円 

（オ） 健診結果  

受診月 から約 ２か 月後 に、健 診結果 を全 員に お送り します 。そ の結 果、生 活

習慣の 改善の 必要 性が 高い方 につい ては 、個 々に特 定保健 指導 を行 います 。対

象者に ついて は、 保健 センタ ーにて 保健 指導 を受け ること とな りま す。 
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  オ 届出・申請窓口 

窓口サ ービス 課 国民 健康保 険係 

地 域 事 務 所 、 市 民 サ ー ビ ス セ ン タ ー 、 上 石 津 地 域 の 各 支 所 （「 第 三 者 行 為 に よ

る診療 開始届 」、「 特定 健康診 査」は 除く ） 

カ お問い合わせ、相談等 

窓口サ ービス 課 国民 健康保 険係 （0584-81-4111 内 線 452・453・454・455） 

キ 審査請求 

保 険 給 付 に 関 す る 処 分 又 は 保 険 料 等 に 関 す る 処 分 に つ い て 不 服 が あ る 被 保 険

者の方 は、岐 阜県 国民 健康保 険審査 会に 審査 請求が 出来ま す。 

岐阜県 国民健 康保 険審 査会 

健康福 祉部地 域福 祉国 保課 （058-272-1111 内線 2642） 

<住所>〒500-8570 岐 阜市藪 田南２ 丁目 １番 地１ 

 

（３） 大垣市国民健康保険診療所（上石津診療所）  

   国民健 康保 険診 療所は、国保 事業の 根 幹であ る療養 の給 付を 行う必 要から 設置 され 、 

  地 域医療 の推 進を 図って います 。ま た、 保健セ ンター との 効率 的な連 携によ り、 包括  

  的 な保健 医療 サー ビスを 行う拠 点と して 保健事 業の一 翼を 担っ ていま す。 

    <住 所>〒503-1622 大垣 市上石 津町 上 原 1438 番地 

    <電 話番号>45-2014 

    <受 付時間>午 前８：30～12：00 ， 午後４ ：00～ ５：00 

    <休 診 日>土・日 ・水 （13：00～）・国民 の 祝日 

 

３ 国 民 年 金  

 

（１） 国民年金の概要  

国民年 金は 20 歳以 上 60 歳未 満の すべて の 人が加 入する 制度 で、 長い老 後生活 の所

得保障 として 、基 礎年 金とい う基礎 的な 年金 給付を 行いま す。 

基礎年 金は、 おお むね ５年に 一度財 政再 計算 を行い 、また 毎年 物価 スライ ド制を 導

入し、 年金額 を見 直し てきま したが 、今 後は 、「マク ロ経 済スラ イ ド」の 導入に より、

調整さ れるこ とに なり ます。 また、 老後 の所 得保障 だけで なく 、障 害年金 、遺族 年金

など、「 万が 一」の と きの保 障もあ りま す。 

 

（２） 国民年金  

ア 適用 

（ア） 強制加入 

国民年 金は、 日本 国内 に住ん でい る 20 歳 以 上 60 歳 未満 の方は 必 ず加入 しな

ければ なりま せん 。 
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ａ 第１号被保険者 

（ａ） 対象者 

自営業 者、農 林漁 業者 、自由 業者、 学生 、無 職など の 20 歳以 上 60 歳未

満の方 など 

（ｂ） 保険料 

国民年 金保険 料は 各自 で納め ます。 

（ｃ） 届出先 

窓口サ ービス 課 国民 年金係 （内 線 456・457） 

ｂ 第２号被保険者 

（ａ） 対象者 

厚生年 金・共 済組 合に 加入し ている 会社 員・ 公務員 の方 

（ｂ） 保険料 

厚生年 金保険 料・ 共済 年金掛 金とし て給 料か ら天引 きされ ます 。 

（ｃ） 届出先 

勤務先 が 加入 手続 きを します 。 

ｃ 第３号被保険者 

（ａ） 対象者 

第２号 被保険 者に 扶養 されて いる 20 歳以 上 60 歳未 満の 配偶者 

（ｂ） 保険料 

国民年 金保険 料は 自分 で納め る必要 はな く、 配偶者 が加入 して いる 年金

制度が 負担し ます 。 

（ｃ） 届出先 

配偶者 の勤務 先を 経由 し、年 金事務 所に 届出 

（イ） 任意加入 

強制加 入以外 の方 でも 、希望 して加 入す るこ とがで きます 。 

ａ 対象者 

・ 海 外に住 んで い る 20 歳 以上 65 歳 未満 の日本 人 

・ 過 去に未 納期 間な どがあ り、満 額の 老齢 基礎年 金を受 ける こと ができ ない

方で、 日本国 内に 住所 のある 60 歳 以上 65 歳 未満の 方 

・ 昭 和 40 年 ４月 １ 日以前 に生ま れた 方で 、65 歳に達 して も年 金受給 資格期

間が足 りない 方は 70 歳にな るまで の間 加入 できま す。 

・ 老 齢（退 職） 年金 受給者 で 60 歳未満 の 方 

ｂ 保険料 

国民年 金保険 料は 各自 で納め ます。 

ｃ 届出先 

窓口サ ービス 課 国民 年金係 （内 線 456・457） 
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＜参考 ＞ 国 民年 金被 保険者 の人数        

年度 
区分 

H18 H19 H20 H21 H22 

強制加 入者数 23,815 22,535 22,209 22,170 21,485 

任意加 入者数 239 249 259 268 291 

イ 保険料 

（ア） 納付 

第１号 被保険 者と 任意 加入被 保険者 は、 日本 年金機 構から 納付 書が 送付さ れ

ます。 年齢・ 所得 に関 係なく 保険料 は一 律で す。 

ａ 国民年金保険料額 

・ 定 額保険 料・ ・・ １か月  15,020 円 

・ 付 加保険 料・ ・・ １か月    400 円 

ｂ 納め方 

納付書 により 、全 国の 銀行、 ゆうち ょ銀 行、 農協、 信用金 庫、 信用 組合、 労

働金庫 、コン ビニ エン ススト アなど で納 める ことが できま す。 また 、申し 込み

をすれ ば、ご 指定 の金 融機関 の口座 から 自動 的に引 き落と す口 座振 替並び に ク

レジットカード（事業 者が立 替）に よる 納付 もでき ます。 

保険料 は毎月 納め るこ とにな ってい ます が、 その年 度の将 来の 保険 料を前 払

いする と割引 され る前 納制度 （１年 前納 ・６ か月前 納）が あり ます 。これ には

納付書 で納め る方 法と 、口座 振替で 納め る方 法があ ります 。さ らに 、口座 振替

の毎月 納付で も「 当月 末振替 （早割 ）」制 度 には割 引があ りま す。（早割 による

割引額 は毎 月 50 円 で す。） 

なお、 クレジ ット カー ドによ る前納 制度 利用 は、納 付書で 現金 で納 めた場 合

と同額 です。 
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（ａ） 前納額（自主納付） 

前納期 間 定額前 納 割引額 付加付 前納 割引額 

前納１ 月 15,020 円 0 円 15,420 円 0 円 

前納２ 月 29,990 円 50 円 30,790 円 50 円 

前納３ 月 44,910 円 150 円 46,110 円 150 円 

前納４ 月 59,790 円 290 円 61,380 円 300 円 

前納５ 月 74,610 円 490 円 76,600 円 500 円 

前納６ 月 89,390 円 730 円 91,770 円 750 円 

前納７ 月 104,120 円 1,020 円 106,890 円 1,050 円 

前納８ 月 118,800 円 1,360 円 121,960 円 1,400 円 

前納９ 月 133,430 円 1,750 円 136,980 円 1,800 円 

前納 10 月 148,010 円 2,190 円 151,950 円 2,250 円 

前納 11 月 162,550 円 2,670 円 166,880 円 2,740 円 

前納 12 月 177,040 円 3,200 円 181,750 円 3,290 円 

ｃ お問い合わせ先 

大垣年 金事務 所 〈所 在地〉 〒503-8555 大 垣市八 島町 114 番 地２ 

〈電話 番号〉0584-78-5166 

（イ） 免除 

第１号 被保 険 者で 、保 険料を 納める こと が困 難な方 には、 納付 が免 除ある い

は猶予 される 制度 があ ります 。希望 され る場 合は申 請が必 要と なり ます。 

※ 任 意加入 者は 、免 除制度 は適用 され ませ ん。 

ａ 法定免除 

生 活 保 護 法 に よ る 生 活 扶 助 を 受 け て い る と き や 障 害 基 礎 年 金 を 受 け て い る

ときな どは、 届出 によ り保険 料が全 額免 除さ れます 。 

年金額 を計算 する 場合 、法定 免除期 間は ８分 の４（ 平成 21 年 ３月 分以前 は

６分の ２） の 額に なり ます。 

ｂ 申請免除（多段階免除） 

本人、 配偶者 、世 帯主 の前年 所得に 応じ て、 全額免 除、４ 分の ３免 除、半 額

免除、 ４分の １免 除 が ありま す。 

申請し ますと 、年 金事 務所が 、前年 所得 など を審査 して、 判定 基準 を満た す

と承認 されま す。 承認 期間は 、７月 から 翌年 ６月ま でとな りま す。 

年金額 を計算 する 場合 、全額 免除期 間は ８分 の４（ 平成 21 年 ３月 分以前 は

６分の ２） の 額、 ４分 の３免 除期間 は４ 分の １の額 を納付 する と８ 分の５ （平

成 21 年３月 以前 は６ 分の３ ）の額 、半 額免 除期間 は半額 を納 付す ると８ 分の

６（平 成 21 年３ 月分 以前は ６分の ４） の額 、 ４分 の１免 除期 間は ４分の ３の

額を納 付する と８ 分の ７（平 成 21 年 ３月 分 以前は ６分の ５）の 額 になり ます。 

※ 災 害、失 業、 倒産 などを 理由と する とき は特例 措置が あり ます 。別に 雇用保

険被保 険者離 職票 など の書類 が必要 とな りま すので 、詳し くは 申請 窓口に お問

い合わ せくだ さい。（ 若年者 納付猶 予、 学生 納付特 例も同 様で す。） 
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（ａ） 申請免除承認の前年所得のめやす 

世帯員 数※ 全額免 除 ３/４免 除 半額免 除 １/４免 除 

単 身 世 帯 57 万円 93 万円 141 万 円 189 万 円 

２ 人 世 帯 92 万円 142 万 円 195 万 円 247 万 円 

４ 人 世 帯 162 万 円 230 万 円 282 万 円 335 万 円 

※ 世 帯員数 は本 人と 地方税 法上の 扶養 者の 数です 。 

ｃ 若年者納付猶予 

      30 歳 未 満の方 で、本 人、 配偶 者の前 年の所 得が 全額 免除の 基準以 下の 場合 、

申請に より納 付の 猶予 を受け ること がで きま す。承 認期間 は、 ７月 から翌 年の

６月ま でにな りま す。 

      年金 額を 計算す る場合 、若 年者 納付猶 予承認 期間 は、 年金を 受ける ため の期

間には 算入さ れま すが 、年金 額には 反映 され ません 。 

 ｄ 学生納付特例 

学生で 、本人 の前 年所 得が 118 万円 以下 の場 合、申 請によ り ４ 月か ら翌年 の

３月ま での期 間、 納付 の猶予 を受け るこ とが できま す。対 象と なる のは、 大学

（ 大 学 院 ）、 短 大 、 高 等 学 校 、 高 等 専 門 学 校 及 び 各 種 学 校 （ 学 校 教 育 法 に 規 定

される もの。 修業 年限 が １年 以上の 課程 に限 る。）の 学生 です。 

年金額 を計算 する 場合 、学生 納付特 例承 認期 間は年 金を受 ける ため の期間 に

は算入 されま すが 、年 金額に は反映 され ませ ん。 

ｅ 追納 

免除や 若年者 納付 猶予 、学生 納付特 例等 の承 認を受 けた期 間の 保険 料は、10

年以内 であれ ばさ かの ぼって 納める こと がで きます 。追納 する 場合 の月は 、任

意に選 択でき ず、 先に 経過し ている 月の 分か ら順次 行い、 当時 の保 険料に 政令

で定め る率を 乗じ て得 た額と なりま す。 

（ａ） 平成 23 年度中に追納する場合の追納額 

対象期 間 保険料 月額 追納月 額（全 額） 追納月 額（半 額） 

平成 13 年度 分 13,300 円 15,350 円 ― 

平成 14 年度 分 13,300 円 14,760 円 7,380 円 

平成 15 年度 分 13,300 円 14,540 円 7,270 円 

平成 16 年度 分 13,300 円 14,340 円 7,170 円 

平成 17 年度 分 13,580 円 14,380 円 7,190 円 

平成 18 年度 分 13,860 円 14,440 円 7,220 円 

平成 19 年度 分 14,100 円 14,470 円 7,230 円 

平成 20 年度 分 14,410 円 14,580 円 7,290 円 

平成 21 年度 分 14,660 円 14,660 円 7,330 円 

平成 22 年度 分 15,100 円 15,100 円 7,550 円 

ｆ 継続申請 

       全 額免 除また は若年 者納 付猶 予が承 認され た方 が、 あらか じめ継 続申 請を

希望さ れた場 合は 、当 年度以 降あら ため て申 請を行 う必要 があ りま せん。 
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       た だし 、災害 ・失業 ・倒 産な どの理 由によ る申 請の 場合は 、継続 申請 の対

象とな りませ ん。 

ｇ 届出先 

・ 法 定免除 の届 出 

・ 申 請免除 の申 請 

・ 若 年者納 付猶 予の 申請 

・ 学 生納付 特例 の申 請 

・ 追 納 → 大 垣年 金事務 所 

ウ 給付 

（ア） 老齢基礎年金 

保険料 を納め た期 間等 （支給 要件） が原 則 25 年以 上あ る方が 、65 歳にな っ

て受け られる 年金 です 。 

ａ 支給要件 

次の① ～⑦を 合計 して 、原則 とし て 25 年 以 上の期 間が必 要 

① 国 民年金 の保 険料 を納め た期間 

② 免 除の承 認を 受け た期間 

③ 若 年者納 付猶 予の 承認を 受けた 期間 

④ 学 生納付 特例 の承 認を受 けた期 間 

⑤ 任 意加入 でき る方 が加入 しなか った 期間 など（ カラ期 間） 

⑥ 原 則昭 和 36 年 ４ 月以後 の厚生 年金 、共 済組合 の加入 期間 

⑦ 第 ３ 号被 保険 者で あった 期間 

ｂ 支給開始年齢 

65 歳 です。 ただ し、60 歳か ら減 額され た年 金の繰 上げ支 給や 、66 歳以 後か

ら増額 された 年金 の繰 下げ支 給を請 求す るこ とがで きます 。 

※ 繰 上げ・ 繰下 げ支 給され ますと 一生 同じ 支給率 です。 また 繰上 げ支給 されま

すと、 障害基 礎年 金・ 寡婦年 金の請 求等 がで きなく なりま す。 

（ａ） 繰上げ支給率・繰下げ支給率（ 数字 は％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口サ ービス 課 国民 年金係（内 線 456・457） 
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○昭和 16 年 ４月２ 日 以降に 生まれ た方 

 年 齢 ０か月 １か月 ２か月 ３か月 ４か月 ５か月 ６か月 ７か月 ８か月 ９か月 10 か月 11 か月 

 

 

60 歳 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 75 75.5 

61 歳 76 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5 

62 歳 82 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5 

63 歳 88 88.5 89 89.5 90 90.5 91 91.5 92 92.5 93 93.5 

64 歳 94 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 

 65 歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

66 歳 108.4 109.1 109.8 110.5 111.2 111.9 112.6 113.3 114 114.7 115.4 116.1 

67 歳 116.8 117.5 118.2 118.9 119.6 120.3 121 121.7 122.4 123.1 123.8 124.5 

68 歳 125.2 125.9 126.6 127.3 128 128.7 129.4 130.1 130.8 131.5 132.2 132.9 

69 歳 133.6 134.3 135 135.7 136.4 137.1 137.8 138.5 139.2 139.9 140.6 141.3 

70 歳 142（70 歳以 降は 142％です ） 

○昭和 16 年 ４月１ 日 以前に 生まれ た方 

繰

上

げ

支

給 

年齢 支  給  率 
繰

下

げ

支

給 

年齢 支  給  率 

60 歳  58％ 66 歳 112％ 

61 歳  65％ 67 歳 126％ 

62 歳  72％ 68 歳 143％ 

63 歳  80％ 69 歳 164％ 

64 歳  89％ 70 歳 188％ 

 65 歳 100％   

ｃ 年金額 

満額＝788,900 円 

20 歳か ら 60 歳に なる までの 40 年 間すべ て 納めて 満額に なり ます 。 

（ａ） 老齢基礎年金の計算式 

・ 平成 21 年４月分以降の保険料免除期間を有する場合 

788,900 円× 

保  険  料 

納付済月数 
＋ 

全額免除・法定

免除月数×4/8 
＋ 

3/4 免除月数

×5/8 
＋ 

半額免除月数

×6/8 
＋ 

1/4 免除月数 

×7/8 

40 年 （ ま た は 加 入 可 能 年 数 ※ ） ×12 月 

・ 平成 21 年３月分以前の保険料免除期間を有する場合 

788,900 円× 

保  険  料 

納付済月数 
＋ 

全額免除・法定

免除月数×2/6 
＋ 

3/4 免除月数

×3/6 
＋ 

半額免除月数

×4/6 
＋ 

1/4 免除月数 

×5/6 

40 年 （ ま た は 加 入 可 能 年 数 ※ ） ×12 月 

※ 両 期間と もに 免除 期間が ある場 合は 、期 間に応 じて上 記の 計算 割合を 分

子に組 み合わ せて 計算 するこ とにな りま す。 

※ 「加入 可能 年数 」とは 、国民 年金 に加入 しなけ ればな らな い全 期間の こ

とで現 在は 40 年で す 。しか し、国 民年 金制 度が発 足した 当時（昭 和 36 年

４月１ 日）、20 歳 以上 の方は 、60 歳ま でに 40 年間 加入 するこ と が できま

せんの で、次 表の よう に加入 可能年 数の 短縮 が設け られて いま す。 
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（ｂ） 加入可能年数表 

生 年 月 日 加入可 能年数 

昭和 12 年４ 月２日 ～ 昭和 13 年４ 月１日 36 年 

昭和 13 年４ 月２日 ～ 昭和 14 年４ 月１日 37 年 

昭和 14 年４ 月２日 ～ 昭和 15 年４ 月１日 38 年 

昭和 15 年４ 月２日 ～ 昭和 16 年４ 月１日 39 年 

昭和 16 年４ 月２日 以 降 40 年 

ｄ 請求先 

・ 第 １号被 保険 者期 間のみ の 方 → 窓口 サービ ス課 国民 年金 係 

（内線 456・457） 

・ 第 ２号被 保険 者期 間また は第３ 号被 保険 者期間 を含む 方 

→ 大 垣年金 事務 所 

（イ） 障害基礎年金 

国民年 金に加 入し てい る間や 、20 歳前 の病 気 やけが などに よっ て、一定以 上

の障が いにな った とき に支給 されま す。 

ａ 対象者 

次の① ②どち らか に該 当する 方 

① 初 診日に おい て、国民年 金の被 保険 者で あるこ と。また は、国 民年金

被保険 者であ った 60 歳以上 65 歳 未満の 方 で、日 本国内 に住 所を 有して

いるこ と。 

② 20 歳前 に障が い 者とな った方（こ の場 合、本 人の所 得に より 支給制 限

があり ます。） 

ｂ 支給要件 

次の① ②どち らか に要 件を満 たすこ と 

① 初 診日 の前 々月ま での期 間に おい て、保 険料納 付済 期間（ 保険 料免除

期間を 含む。）が 加入 期間の ３分 の２ 以 上あ ること 。な お、特 例と して、

平成 28 年 ３ 月 31 日ま でに初 診日が ある 場合 は、初 診日の 前々 月ま での

直近１ 年間に 未納 期間 がない こと。 

② 20 歳前 に初診 日 がある こと。 

ｃ 障がいの認定 

障がい 認定日 （初 診日 から １ 年６ か 月を 経過 した日 、また は １ 年６ か月以 内

に症状 が固定 した 日） に、政 令で定 めら れて いる障 がい等 級表 の １ 級また は２

級の障 がいの 状態 にあ るかど うかで 認定 され ます。 障がい 認定 日に 該当し ない

方は、 その 後 65 歳に 達する 日の前 日ま でに ２級以 上に該 当（ 事後 重症） した

ときは 支給さ れま す。ただし、事後重 症に よ る障害 基礎年 金は、65 歳に達 する

前に請 求しな いと 受け られま せん。 

ｄ 年金額 

・ １ 級障が い・ ・・986,100 円 

・ ２ 級障が い・ ・・788,900 円 
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障害基 礎年金 受給 者に よって 生計を 維持 され ている 子（18 歳に 達し た年度 末

まで。障が いのあ る子 は 20 歳 未満 ）が ある ときに は、次の額 が加 算され ます。 

加算対 象の子 加算額 

２人ま で（1 人に つき ） 各 227,000 円 

３人以 降（1 人に つき ） 各 75,600 円 

ｅ 請求先 

・ 初 診日が 第 １ 号被 保険者 期間    窓 口サー ビス課 国 民年 金係 

・ 初 診日 が 20 歳 前          （内線 456・457） 

・ 初 診日が 第２ 号被 保険者 期間  

・ 初 診日が 第３ 号 被 保険者 期間    大 垣年金 事務所 

（ウ） 遺族基礎年金 

国 民 年 金 加 入 中 の 死 亡 ま た は 老 齢 基 礎 年 金 を 受 け る 資 格 期 間 を 満 た し た 方

が死亡 したと き、 その 人によ って生 計を 維持 されて いた遺 族（ 子の ある妻 、ま

たは子 ）に支 給さ れま す。 

ａ 対象者 

次の① ～④い ず れ かに 該当す る方が 死亡 した とき 

① 国 民年金 の被 保険 者 

② 国 民 年 金 の 被 保 険 者 で あ っ た 方 で 、 日 本 国 内 に 住 所 を 有 し 、60 歳 以 上

65 歳未 満の 方 

③ 老 齢基礎 年金 の受 給権者 

④ 老 齢基礎 年金 の受 給資格 期間を 満た した 方 

ｂ 支給要件 

①②の 場合は 、死 亡日 の前々 月まで の期 間に おいて 、保険 料納 付済 期間（ 保

険料免 除承認 期間 、若 年者納 付猶予 承認 期間 、学生 納付特 例承 認期 間を含 む）

が加入 期間の ３分 の２ 以上あ ること 。な お、 特例と して、 死亡 日が 平成 28 年

３月 31 日以 前の 場合 は、死 亡日の 前々 月ま での直 近１年 間に 未納 期間が ない

こと。 

ｃ 遺族の範囲 

遺族基 礎年金 を受 ける ことが できる 遺族 は、 死亡し た人に よっ て生 計を維 持

されて いた次 の方 です 。なお 、優先 順位 は① が先で 、①が いな い場 合は② が受

けるこ とがで きま す。 

① 死 亡した 方の 妻で あって 、18 歳 まで （18 歳に 達した 年度 末に なるま で）

の子ま たは 20 歳 未満 で １級 ・２ 級 の障 がい がある 子と生 計を 同じ くして

いる妻 

② 死 亡した 方の 子で あって 、18 歳 まで （18 歳に 達した 年度 末に なるま で）

の子ま たは 20 歳未 満 で １級 ・２ 級 の障 がい がある 子 
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ｄ 年金額 

（ａ） 子のある妻に支給される年金額 

子の数 年金額 

１人の とき 1,015,900 円 

２人の とき 1,242,900 円 

３人の とき 1,318,500 円 

４人以 上 ３人の ときの 額に １人 につき 75,600 円を 加 算 

（ｂ） 子のみの場合に支給される年金額 

子の数 年金額 

１人の とき  788,900 円 

２人の とき 1,015,900 円 

３人の とき 1,091,500 円 

４人以 上 ３人の ときの 額に １人 につき 75,600 円を 加 算 

（エ） 国民年金の独自給付 

第１号 被保険 者を 対象 に支給 される 国民 年金 の独自 給付で す。 

ａ 付加年金 

定額保 険料（15,020 円）に 月額 400 円の 付 加保険 料を上 乗せ して 納める と、

１か月 あた り 200 円で 計算さ れた額 が老 齢基 礎年金 に加算 され ます 。 

○年金 額＝200 円×付 加保険 料納付 済月 数 

ｂ 寡婦年金 

第１号 被保険 者期 間の みで、 納付済 期間 と免 除承認 を受け た期 間（ 学生納 付

特例・ 若年者 納付 猶予 の承認 を受け た期 間は 除く） とを合 わせ て 25 年以 上あ

る夫が 死亡し た場 合、 夫に生 計を維 持さ れて いた妻 （婚姻 期間 が 10 年以 上）

に、60 歳か ら 65 歳に なるま で支給 され ます 。 

た だ し 、 死 亡 し た 夫 が 障 害 基 礎 年 金 や 老 齢 基 礎 年 金 な ど を 受 け て い た 場 合 、 

また、妻 が繰 り上げ 支 給の老 齢基礎 年金 を受 けてい る場合 は、支 給 されま せん。 

○年金 額＝夫 の第 １号 被保険 者の期 間に つい て計算 した老 齢基 礎年 金の 

４分の ３ の額 

ｃ 死亡一時金 

第１号 被保険 者と して 、死亡 日前に 保険 料を 納付し た月数 （半 額免 除承認 期

間を含 む。こ の期 間は ２分の １で計 算）が、36 月以 上ある 人が、老 齢基礎 年金・

障害基 礎年金 のい ずれ も受け ないで 死亡 し、 その遺 族が遺 族基 礎年 金を受 けら

れない 場合、 死亡 した 方と生 計を同 じに して いた遺 族に支 給さ れま す。 

なお、 死亡一 時金 を受 ける方 の順位 は① 配偶 者②子 ③父母 ④孫 ⑤祖 父母⑥ 兄

弟姉妹 となっ てお り、 先順位 の人が 受け られ ない場 合は後 順位 の方 に支給 され

ます。 
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（ａ） 死亡一時金の額 

保 険 料 納 付 済 期 間 金  額 

36 月以 上 180 月未 満 120,000 円 

180 月 以上 240 月 未満 145,000 円 

240 月 以上 300 月 未満 170,000 円 

300 月 以上 360 月 未満 220,000 円 

360 月 以上 420 月 未満 270,000 円 

420 月 以上 320,000 円 

ｄ 脱退一時金 

第 １ 号 被 保 険 者 と し て 、 保 険 料 を 納 付 し た 月 数 （ 半 額 免 除 承 認 期 間 を 含 む 。

この期 間は ２ 分の １ で 計算） が ６月 以上 あり 、老齢 基礎年 金等 を受 けるこ とが

できな い外国 人は 、被 保険者 の資格 を喪 失し 、日本 国内に 住所 を有 しなく なっ

た日か ら ２年 以内 に請 求を行 えば脱 退一 時金 が支給 されま す。 

ただし 、障害 基礎 年金 などを 受けた こと があ る場合 には支 給さ れま せん。 

（ａ） 脱退一時金の額 

保 険 料 納 付 済 期 間 金  額 

6 月以 上 12 月未満  45,060 円 

12 月以 上 18 月未 満  90,120 円 

18 月以 上 24 月未 満 135,180 円 

24 月以 上 30 月未 満 180,240 円 

30 月以 上 36 月未 満 225,300 円 

36 月以 上 270,360 円 

ｅ 請求先 

・ 付 加年金 → 老 齢基礎 年金の 請求 先 

・ 寡婦年 金・死亡一 時金 → 窓 口サ ービ ス課 国民年 金係（内 線 456・457） 

・ 脱 退一時 金 → 日本年 金機構 

問い合 わせは 大垣 年金 事務所 （℡78-5166） 

 

（３） 老齢福祉年金  

老齢福 祉年金 は、 原則 として 国民年 金制 度発 足時 に 50 歳を 超え て いた人 （明 治 44

年４月 １日以 前生 まれ の方） につい て 70 歳 から支 給され てい ます 。 

年金額 は 404,200 円で す。た だし、 本人 が恩 給、労 災保険 法に よる 年金、 厚生年 金

および 共済年 金を 受け る場合 や、本 人また は 扶養義 務者の 収入 が一 定額以 上の場 合は、

全部ま たは一 部が 支給 停止さ れます 。 

 

（４） 特別障害給付金制度  

   国民年 金の 任意 加入期 間に加 入し てい なかっ たこと によ り、 障害基 礎年金 等の 受給

権を有 してい ない 障が い者の 方につ いて 、国 民年金 制度の 発展 過程 におい て生じ た特

別な事 情にか んが み、 福祉的 措置と して 「特 別障害 給付金 制度 」が 創設さ れまし た。  
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ア 対象者 

①平成 ３年３ 月以 前の 国民年 金任意 加入 対象 であっ た学生 

②昭和 61 年 ３月 以前 の国民 年金任 意加 入対 象であ った被 用者 （厚 生年金 、共済

年金等 の加入 者） また は受給 等をし てい た方 の配偶 者 

     上 記① また は②に 該当す る方 であ って、 当時、 任意 加入 してい なかっ た期 間内

に障が いの原 因と なっ た傷病 の初診 日が あり 、現在 障害基 礎年 金の １級、 ２級相

当の障 がいの 状態 にあ る方。た だし、65 歳到 達前ま でに障 害基 礎年 金の１ 級、２

級相当 の障が いに 該当 されて いた方 に限 りま す。 

     な お、 障害 基礎年 金や障 害厚 生年 金、障 害共済 年金 など を受給 できる 方は 対象

になり ません 。 

イ 支給額 

    ・ １級 相当 ・・・ 月額 49,650 円 

    ・ ２級 相当 ・・・ 月額 39,720 円 

ウ その他 

    ・ 本人 の所 得によ り、支 給が 全額 または 半額に 制限 され ること があり ます 。 

    ・ 老齢 年金 、遺族 年金、 労災 補償 等を受 けてい る場 合に は、そ の受給 額分 を差

し 引 い た 額 が 支 給 さ れ ま す 。（ そ の 受 給 額 が 特 別 障 害 給 付 金 の 額 を 上 回 る 場 合

は、支 給され ませ ん。） 

    ・ 経過 的福 祉手当 を受け てい る方 が、特 別障害 給付 金の 支給を 受けた 場合 、経

過的福 祉手当 の受 給資 格は喪 失しま す。 

    ・ この 給付 金の支 給は、 請求 のあ った月 の翌月 分か らに なりま す。 

エ 請求手続の窓口 

    ・ 窓口 サー ビス課 国民 年金 係（ 内線 456・457） 

オ 審査決定・問い合わせ先 

    ・ 大垣 年金 事務所 （℡78-5166） 

 

  


	第４章　窓口サービス課
	１　医 療 給 付
	（１）　老人医療費助成制度「垣老」
	ア  対象者
	（ア） 年齢要件
	（イ） 所得要件
	（ウ） 住所要件
	（エ） その他

	イ  一部負担
	ウ  医療費の支給
	（ア） 市外医療機関等での医療費
	（イ） 高額医療費支給制度
	（ウ） その他の支給

	エ  申請窓口

	（２）　心身障害者医療費助成制度
	ア　対象者
	イ　所得要件
	ウ　給付の内容
	エ　給付の方法
	オ　申請に必要なもの
	カ　償還手続きに必要なもの
	キ　申請窓口

	（３）　乳幼児等医療費助成制度
	ア　対象者
	イ　給付の内容
	ウ　給付の方法
	エ　受給者証の交付
	（ア）　申請に必要なもの
	（イ）　申請窓口

	オ　償還手続き
	（ア）　申請に必要なもの
	（イ）　申請窓口


	（４）　母子家庭等医療費助成
	ア　対象者
	イ　所得要件
	ウ　給付の内容
	エ　給付の方法
	オ　受給者証の交付
	（ア）　申請に必要なもの
	（イ）　申請窓口
	カ　償還手続き
	（ア）　申請に必要なもの
	（イ）　申請窓口

	（５）　後期高齢者医療制度
	ア  適用
	（ア）　対象者及び資格取得日
	（イ）　保険証
	イ  一部負担
	（ア）　限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
	（イ）　特定疾病療養受療証の交付
	ウ　医療費の支給
	（ア）　高額療養費支給制度
	（イ）　高額医療・高額介護合算制度
	（エ）　厚生労働大臣の指定する特定疾病
	（オ）　葬祭費
	（カ）　移送費
	（キ）　第三者行為
	エ  保険料
	（ア）　保険料内訳
	（イ）　保険料の軽減
	（ウ）　保険料納付方法
	オ  健康診査
	カ  申請窓口


	２　国民健康保険
	（１）　概　　　要
	ア　国民健康保険加入状況

	（２）　国民健康保険
	ア　適用
	（ア）　国民皆保険制度
	ａ　主な国民健康保険加入者
	ｂ　加入者と世帯主
	ｃ　他の医療保険に加入できる方
	ｄ　加入・脱退の手続
	（ａ）　国民健康保険に加入する日
	（ｂ）　国民健康保険を脱退する日
	（ｃ）　届出に必要なもの

	ｅ　国民健康保険が使えないとき

	（イ）　介護保険第２号被保険者
	（ウ）　退職者医療制度
	ａ　届出に必要なもの

	（エ）　高齢受給者証
	（オ）　マル遠・マル学
	ａ　申請に必要なもの

	イ　国民健康保険料
	（ア）　保険料の決定
	ａ　医療保険分
	ｂ　後期高齢者支援金分
	ｃ　介護保険分（40歳以上65歳未満の方のみ）

	（イ）　保険料の内訳
	ａ　仮算定
	ｂ　本算定
	ｃ　平成23年度国民健康保険料納期限

	（エ）　滞納
	ウ　給付
	（ア）　療養の給付
	ａ　年齢別 医療費の負担割合

	（イ）　療養費
	ａ　急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に国民健康保険被保険者証を提示できず、全額自己負担した場合
	（ａ）　申請に必要なもの

	ｂ　骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき（国民健康保険の取扱をしている柔道整復師の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。）
	（ａ）　申請に必要なもの

	ｃ　医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき
	（ａ）　申請に必要なもの

	ｄ　コルセットなどの治療用装具を購入したとき
	（ａ）　申請に必要なもの

	ｅ　輸血のための生血代を負担したとき
	（ａ）　申請に必要なもの

	ｆ　海外渡航中に国外で治療を受けたとき
	（ａ）　申請に必要なもの


	（ウ）　食事療養費
	ａ　申請に必要なもの

	（エ）　高額療養費
	ａ　70歳未満の方
	（ａ）　自己負担限度額（月額）
	（ｂ）　４回目からの自己負担限度額

	ｂ　70歳以上75歳未満の方
	（ａ）　自己負担限度額（月額）
	（ｂ）　同じ世帯の70歳未満の方と合算できる場合

	ｃ　申請に必要なもの

	（オ）　厚生労働大臣の指定する特定疾病
	（カ）　出産育児一時金
	ａ　申請に必要なもの

	（キ）　葬祭費の申請
	ａ　申請に必要なもの

	（ク）　人間ドック健診料の助成
	ａ　申請に必要なもの

	（ケ）　移送費の支給
	ａ　申請に必要なもの

	（コ）　第三者行為
	ａ　申請に必要なもの

	（サ）　療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担について(生活療養費)
	エ　特定健康診査

	（３）　大垣市国民健康保険診療所（上石津診療所）

	３　国　民　年　金
	（１）　国民年金の概要
	（２）　国民年金
	ア　適用
	（ア）　強制加入
	ａ　第１号被保険者
	（ａ）　対象者
	（ｂ）　保険料
	（ｃ）　届出先

	ｂ　第２号被保険者
	（ａ）　対象者
	（ｂ）　保険料
	（ｃ）　届出先

	ｃ　第３号被保険者
	（ａ）　対象者
	（ｂ）　保険料
	（ｃ）　届出先


	（イ）　任意加入
	ａ　対象者
	ｂ　保険料
	ｃ　届出先

	イ　保険料
	（ア）　納付
	ａ　国民年金保険料額
	ｂ　納め方
	（ａ）　前納額（自主納付）

	ｃ　お問い合わせ先

	（イ）　免除
	ａ　法定免除
	ｂ　申請免除（多段階免除）
	（ａ）　申請免除承認の前年所得のめやす

	ｃ　若年者納付猶予
	ｄ　学生納付特例
	ｅ　追納
	（ａ）　平成23年度中に追納する場合の追納額

	ｆ　継続申請
	ｇ　届出先

	ウ　給付
	（ア）　老齢基礎年金
	ａ　支給要件
	ｂ　支給開始年齢
	（ａ）　繰上げ支給率・繰下げ支給率（数字は％）

	ｃ　年金額
	（ａ）　老齢基礎年金の計算式
	・　平成21年４月分以降の保険料免除期間を有する場合
	・　平成21年３月分以前の保険料免除期間を有する場合
	（ｂ）　加入可能年数表

	ｄ　請求先

	（イ）　障害基礎年金
	ａ　対象者
	ｂ　支給要件
	ｃ　障がいの認定
	ｄ　年金額
	ｅ　請求先

	（ウ）　遺族基礎年金
	ａ　対象者
	ｂ　支給要件
	ｃ　遺族の範囲
	ｄ　年金額
	（ａ）　子のある妻に支給される年金額
	（ｂ）　子のみの場合に支給される年金額


	（エ）　国民年金の独自給付
	ａ　付加年金
	ｂ　寡婦年金
	ｃ　死亡一時金
	（ａ）　死亡一時金の額

	ｄ　脱退一時金
	（ａ）　脱退一時金の額

	ｅ　請求先


	（３）　老齢福祉年金
	（４）　特別障害給付金制度
	ア　対象者
	イ　支給額
	ウ　その他
	エ　請求手続の窓口
	オ　審査決定・問い合わせ先




